
 

 

令和 7年 5月 

水稲生産者各位 

埼玉中央農業協同組合 

 

空中散布（カメムシ防除）作業のご案内 

 

管内ではカメムシによる被害が拡大していることから、令和 7年産米よりドロ

ーン空中散布によるカメムシ防除に取り組みます。 

空中散布申込の際は、以下の記載事項をご確認のうえ、5 月 30日までに申込書

を最寄りの営農経済センターまたは支店へご提出ください。 

 

散布作業料金（税込）10aあたり 

散布料金 回数 薬剤料金 散布費合計 

2,530円 
1回目 キラップフロアブル / 800円 3,330円 

2回目 スタークル液 10   /  600円 3,130円 

原則、防除薬剤はＪＡでご用意いたします。 

散布 1回のみの申込は、キラップフロアブルでの散布となります。 

散布 2回希望の申込は、1回目キラップフロアブル、2回目スタークル液 10を

使用します。 

散布作業料金は、ＪＡの口座振替となります。 

●申込みの流れ 

5月  外務デーで空中散布申込書配布 

↓ 

5月末 申込書提出後、散布地図作成 

↓ 

6月  ＪＡが作成した散布地図・圃場を生産者に確認 

↓ 

7月中下旬 空散スタート 

 

※散布までに何度か確認作業を行います。 

 

 

 



 

 

●申込書記入の注意点 

①圃場・地番の記入（営農計画書を参考に圃場の地番ごとにはっきりと記入し

てください。また、地番はすべての筆を記入してください） 

②圃場面積を㎡で記入。 

③散布希望時期を選択し、数字を記入。 

※2回防除を希望する場合は、散布希望時期を記載した右枠へ○印を記入して

ください。1回目の散布日から 7日から 10日を目安に 2回目の散布を行いま

すので、2回目の散布希望時期の選択は不要です。 

④申込書を基に散布圃場の地図を作成します。 

（地図の確認をしていただき、地図を完成させます。） 

⑤散布予定日は決まり次第ご連絡いたします。 

※天候不順等により散布日に作業できない場合は翌日以降となり、散布予定時

期が前後する場合がありますので、ご承知おきください。 

⑥空中散布に際し、事前に圃場周辺の近隣住民等への周知をお願いします。 

※散布日当日の立会いは原則不要です。 

⑦散布作業はＪＡまたはＪＡが委託した業者が行います。 

 

●作業を受付出来ない圃場があります。 

①住宅が隣接している場合など、地域住民へ影響を及ぼす恐れがある場合。 

②畑等に隣接しており、作物に影響を及ぼす恐れがある場合。 

③10a未満の狭小圃場。 

④法令等で飛行禁止となっているエリア。 

⑤その他、作業に支障をきたす恐れがある場合。 

 

 

【お問い合わせ先】 

営農支援課   0493-25-2551 

中部営農経済センター   0493-21-4011 

     小川営業所   0493-72-5275 

東部営農経済センター   049-297-8501 

     吉見営業所   0493-54-1541 


